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環境放射能調査結果について 第 3 報 
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1. はじめに 

東日本大震災により発生した災害廃棄物の処

理は、被災自治体にとって大きな負担であり復

興の妨げとなる可能性があった。これを受け、

国は平成 23 年 4 月に全国の自治体に災害廃棄物

の広域処理について協力を要請した。一方で、

被災地からの災害廃棄物には福島第一原子力発

電所の事故により発生した放射性物質が付着し

ているおそれがあったため、国は平成 23 年 8 月

に「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域

処理の推進に係るガイドライン」を公表した 1)。 

秋田県は、同ガイドラインを踏まえ岩手県と災

害廃棄物の処理に関する基本協定を締結し 2)、平

成 24 年 4 月から平成 25 年 12 月にかけて、岩手

県内で発生した災害廃棄物の広域処理を秋田市

等の県内 7 箇所の廃棄物処理施設において実施

した。また、平成 23 年 7 月に、首都圏等のごみ

焼却施設から排出された焼却灰が、国が定める

廃棄物の埋立基準（8,000 Bq/kg）を超過したま

ま秋田県内の民間処理施設に埋め立てられる事

案が発生した 3)。このため当センターでは、災

害廃棄物の広域処理を実施した処分場及び首都

圏等の焼却灰を受け入れた民間処分場周辺の環

境試料について、放射性物質による施設周辺環

境への影響を監視するため、継続的に放射性物

質濃度を測定している。  

既報 4,5)では、測定開始から令和 2 年 3 月末ま

での調査結果を報告した。本報では、災害廃棄

物の広域処理を実施した処分場周辺の環境試料

（以下、「災害廃棄物受入れに伴う環境試料」

という。）の令和 2 年 4 月から令和 5 年 3 月ま

での調査結果及び首都圏等の焼却灰を受け入れ

た民間処分場周辺の環境試料（以下、「焼却灰

受入れに伴う環境試料」という。）の平成 24 年

5 月から令和 5 年 3 月までの濃度推移を報告す

る。 

 

2. 方法 

令和 2 年 4 月から令和 5 年 3 月にかけて、災

害廃棄物の受入れに伴う環境試料（放流水、地

下水、放流先の河川水試料、施設周辺の水道水

源及び排水処理汚泥）を採取した。放射性物質

の測定項目は、放射性セシウム（セシウム 134

（134Cs）及びセシウム 137（137Cs））とした。  

また、平成 24 年 5 月から令和 5 年 3 月にかけ

て、焼却灰受入れに伴う環境試料（放流水、地

下水、放流先の河川水試料及び排水処理汚泥）

を月 1 回程度採取し、134Cs、137Cs 及びヨウ素 131

（131I）（令和 3 年 12 月まで）を測定した。  

前処理操作は「緊急時における γ 線スペクト

ロメトリーのための試料前処理法」6)に準じて行

い、測定操作は「ゲルマニウム半導体検出器に

よるガンマ線スペクトロメトリー」7)に基づき行

った。水試料は 2L マリネリ容器に入れ、ゲルマ

ニウム半導体検出器付き γ 線スペクトロメー  

ター（SEIKO EG&G 社製）により測定した。測

定時間は、平成 24 年 5 月から令和 3 年 3 月まで

は 3,600 秒、令和 3 年 4 月から令和 5 年 3 月ま

では 14,400 秒とした。排水処理汚泥試料は U-8

容器に入れ、同測定機器により平成 24 年 5 月か

ら令和 3 年 3 月までは 2,000 秒、令和 3 年 4 月

から令和 5 年 3 月までは 28,800 秒で測定した。

なお、焼却灰受入に伴う環境試料については、

令和 2 年 4 月～5 月、令和 3 年 8 月～9 月、令和

4 年 1 月～5 月及び令和 4 年 9 月において、新型

コロナウイルス感染症感染拡大に伴い検体採取

が中止となったため欠測となっている。  

 

3. 結果及び考察 

3.1 災害廃棄物受入れに伴う環境試料について  

水試料及び排水処理汚泥試料について、放射

性セシウム（134Cs + 137Cs）の検出状況をそれぞ

れ表 1 及び表 2 に示す。令和 2 年 4 月から令和

5 年 3 月にかけて調査を行ったのは、横手市南
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東地区最終処分場の放流水、地下水、排水処理

汚泥及び秋田県環境保全センターに係る放流水、

地下水、河川水、水道水源及び排水処理汚泥で

あり、いずれも 134Cs、137Cs ともに不検出（ND）

であった。なお、検出下限値は水試料が 0.12～

0.38 Bq/L（134Cs）及び 0.12～0.47 Bq/L（137Cs）、

排水処理汚泥試料が 1.1～8.3 Bq/kg（134Cs）及び

0.8～8.1 Bq/kg（137Cs）であった。  

既報 5)では、平成 26 年 4 月から令和 2 年 3 月

の期間において、災害廃棄物受入れに伴う施設

周辺環境への放射性物質の影響は確認できなか

ったと報告しているが、令和 2 年 4 月から令和

5 年 3 月の期間においても、災害廃棄物受入れ

に伴う施設周辺環境への放射性物質の影響は確

認できなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 焼却灰受入れに伴う環境試料について  

平成 25 年 5 月以降、131I は全試料において ND

であった。放射性セシウムは地下水及び河川水

で ND であったが、放流水及び排水処理汚泥で

は検出された。令和 2 年 4 月から令和 5 年 3 月

における試料別の検出状況は、放流水で 134Cs が

ND～0.4 Bq/L（検出下限値 0.16～0.44 Bq/L）、
137Cs が 1.2～4.2 Bq/L（検出下限値 0.18～0.50 

Bq/L）、排水処理汚泥で 134Cs が ND（検出下限

値 1.1～9.6 Bq/kg）、137Cs が 7.0～30 Bq/kg（検

出下限値 1.2～8.2 Bq/kg）であった。137Cs は全

試料で検出されたが、国が定める事業場及び最

終処分場の周辺の公共の水域の水中の濃度限度

及び廃棄物の埋立基準を下回っていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 試料媒体 
調査 

地点数 

災害廃棄物受入れ前 
災害廃棄物受入れ後 

(令和 2 年 4 月～令和 5 年 3 月) 

検体

数 

最大 

濃度 a) 

検出 

検体数 
検体数 

最大 

濃度 a) 

検出 

検体数 

横手市  

南東地区最終処分場 b) 

放流水 

地下水 

1 

1 

2 

2 

ND 

ND 

0 

0 

1 

1 

ND 

ND 

0 

0 

秋田県 

環境保全センター 

放流水 

地下水 

河川水 

水道水源 

1 

1 

5 

3 

12 

12 

4 

3 

ND 

ND 

ND 

ND 

0 

0 

0 

0 

12 

12 

40 

10 

ND 

ND 

ND 

ND 

0 

0 

0 

0 

施設名  試料媒体  
調査  

地点数  

災害廃棄物受入れ前  
災害廃棄物受入れ後  

(令和 2 年 4 月～令和 5 年 3 月) 

検体

数  

濃度  

範囲 a) 

検出  

検体数  
検体数  

濃度  

範囲 a) 

検出  

検体数  

横手市  

南東地区最終処分場 b) 
排水処理汚泥  1 0 - - 1 ND 0 

秋田県  

環境保全センター  
排水処理汚泥  1 12 ND 0 12 ND 0 

表 1 災害廃棄物受入れに伴う環境試料（水試料）における放射性セシウム検出状況 

a) 濃度単位は Bq/kg b) 令和 2 年 4 月で終了  

 

a) 濃度単位は Bq/L b) 令和 2 年 4 月で終了  

 

表 2 災害廃棄物受入れに伴う環境試料（排水処理汚泥）における放射性セシウム検出状況 
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平成 24 年 5 月から令和 5 年 3 月までの放流水

及び排水処理汚泥の放射性セシウム濃度推移状

況を図 1 及び図 2 に示す。137Cs は平成 28 年 11

月以降の全試料で検出された。134Cs は、放流水

では平成 24 年 5 月から平成 30 年 9 月までのほ

ぼ全期間に加え、令和 2 年 8 月及び令和 3 年 4

月に検出され、汚泥では平成 25 年 9 月、平成 26

年 4 月及び平成 27 年 3 月に検出されたが、それ

以外の期間は ND であった。  

濃度推移から、放射性セシウム濃度は減少傾

向にあり、特に 134Cs 濃度については、137Cs 濃

度と比較して低くなっている。これは、134Cs の

半減期が約 2 年と 137Cs の半減期である約 30 年

より短いことから、測定条件における検出下限

値未満まで 134Cs濃度が減少していると推察され

る。また、試料間で比較した場合、放流水にお

ける放射性セシウム濃度が排水処理汚泥におけ  

る放射性セシウム濃度に比べて低い値となって  

いる。放射性セシウムは、水中で粒子状又はセ  

 

 

 

シウムイオンとして存在している。一般的にセ

シウムイオンは、吸着・交換能力のある濁質に

吸着しやすいため、粒子に吸着した状態で懸濁

物質と同様の挙動をとりやすいとされている 8)。

よって、粒子状のセシウム及びセシウムイオン

が吸着した懸濁物質が排水処理の過程で水中か

ら除去され排水処理汚泥として排出されること

で、排水処理汚泥の放射性セシウム濃度と比べ、

放流水中の放射性セシウム濃度が低くなってい

ると考えられた。  

 

4. まとめ 

災害廃棄物受入れに伴う環境試料において放

射性セシウムは不検出であった。また、焼却灰

受入れに伴う環境試料において放射性セシウム

は国が定める濃度限度及び廃棄物の埋立基準を

下回っていた。今後も調査を継続し、濃度推移

を注視していきたい。 

 

図 1 焼却灰受入に伴う環境試料（放流水）における放射性セシウム濃度の推移 

図 2 焼却灰受入に伴う環境試料（排水処理汚泥）における放射性セシウム濃度の推移 
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